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①選択届出制の廃止

　選択届出制（市民が支援したい団体を選び

その結果が補助金額に影響を与えるという運

用方法）が無くなり、公益性等（どれだけ市

民のためになる事業になっているか）に対す

る学識経験者等による採点審査結果に基づい

て、補助金額が決定する制度になります。

②補助金額の決定方法

　補助金額は、採点審査結果に基づくランク

ごとに決定します。

●採点審査結果に基づくランク

※補助金額の合計が予算額を上回る場合はあ

ん分する場合があります。

　審査結果に基づき、補助金額が決定する制

度となるため、選択届出制と比較して、団体

側の事務負担が軽減されることから、様々な

市民活動団体が参加しやすい制度となります。

　市民の、自主的で、営利を目的としない、社会に貢献する活動（市民活動）を通じ

て、豊かで活力あるまちづくりの促進を目的に、市民活動団体に補助金を交付す

る制度として「市民活動団体支援金交付制度」を実施してきましたが、４月から新

しい補助金制度として「市民活動団体公益事業補助金制度」へと変わります。

※３月の市議会定例会で予算案が審議され、その可決をもって実施します。

問い合わせは

コミュニティ推進課
483-1151（代表）
6484-8824
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　現在、市民活動をサポートするため市民活

動サポートセンターを設置していますが、市

民と市民活動団体を繋げるマッチング業務を

強化するため、市社会福祉協議会が設置して

いるボランティアセンターと統合し、八千代

市ボランティア・市民活動推進センターを４

月から設置します。

　市が担う市民活動の推進や市社会福祉協議

会が担うボランティア活動の推進を一体的に

行うことで、市民活動やボランティア活動の

サポートを通じた住民主体による支え合い活

動などの推進に繋げることを目的とします。

　運営は市社会福祉協議会 483-3021が行い、

４月１日㈯から福祉センター内（大和田新田

312-5市役所隣）に設置されます。

※相談業務などは平日のみです

　市民活動やボランティア活動を始め

たい人や自分では解決することが難し

い身近な課題を抱えている人は推進セ

ンターまでご連絡ください。市民活動

やボランティア活動を行っている人と

お繋ぎします。

　なお、現在の市民活動サポートセン

ターは、３月31日㈮まで開所します。

　５年度より開始する市民活動団体公益事業

補助金への参加表明は１月31日㈫までです。

参加を希望する市民活動団体は、コミュニティ

推進課までご連絡ください。

八千代市ボランティア・市民活動推進センターを設置します
　お問い合わせは、コミュニティ推進課

483-1151へ。
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市ホームページで資料などを公表しています お問い合わせ
　決算の概要、年度ごとの予算の概要や編成過程、各種分析資料などを市

ホームページで公表しています。

　一般・特別会計については、トップページから「市政情報」→「財政・

会計」へ、公営企業会計については、トップページから「八千代市上下水

道局」→「上水道（または下水道）」へ。

●一般・特別会計に関すること

　　財政課 （487）5112へ

●公営企業会計に関すること

　　上下水道局経営企画課 （483）6572へ

　公営企業会計は、経営に要する費用を料金などの事業収益で賄うもので、水道事業と公共

下水道事業が対象となります。内訳は、当該年度の経営活動に伴う収支である収益的収支と

施設の建設や改良などのための収支である資本的収支に分かれます。

水道事業会計

　資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額15億7,388万円は、損益勘定留保資金

などで補てんしました。

〔収支〕 　 　※税込額

区　分 収入（対前年度比）支出（対前年度比）

収益的収支
46億1,236万円

(1.1％増)
37億6,346万円

(4.4％増)

資本的収支
14億3,470万円
(92.6％増)

30億858万円
(9.9％増)

〔貸借対照表（4年3月31日現在）〕 ※税抜額

資産の部（対前年度比） 負債の部（対前年度比）

固定資産
404億3,447万円

(1.7％増)
固定負債

130億7,089万円
(2.5％増)

流動資産
36億1,690万円
(12.2％増)

流動負債
10億4,973万円

(2.8％増)

繰延収益
100億9,025万円

(0.7％増)

負債合計
242億1,087万円

(1.7％増)

資本の部（対前年度比）

資 本 金
169億7,095万円

(4.4％増)

剰 余 金
28億6,955万円

(1.1％減)

資本合計
198億4,050万円

(3.6％増)

資産合計
440億5,137万円

(2.5％増)
負債・資本
合　　 計

440億5,137万円
(2.5％増)

〔貸借対照表（4年3月31日現在）〕 ※税抜額

資産の部（対前年度比） 負債の部（対前年度比）

固定資産
400億3,420万円

(3.8％増)
固定負債

78億462万円
(7.1％増)

流動資産
20億9,948万円
(12.3％増)

流動負債
7億5,174万円
(2.1％減)

繰延収益
199億6,050万円

(5.1％増)

負債合計
285億1,686万円

(5.4％増)

資本の部（対前年度比）

資 本 金
126億7,793万円

(1.8％増)

剰 余 金
9億3,889万円
(0.2％減)

資本合計
136億1,682万円

(1.7％増)

資産合計
421億3,368万円

(4.2％増)
負債・資本
合　　 計

421億3,368万円
(4.2％増)

公共下水道事業会計

　資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の

財源充当額4,565万円を除く。）が資本的支出

額に対して不足する額９億9,511万円は、損

益勘定留保資金などで補てんしました。

〔収支〕 ※税込額

区　分 収入（対前年度比）支出（対前年度比）

収益的収支
37億3,972万円
(2.7％増)

34億5,624万円
(2.3％減)

資本的収支
23億6,107万円
(371.4％増)

33億1,053万円
(152.8％増)

公営企業会計八千代市財政運営の

基本的計画の取組状況

　近年の財政状況を踏まえ、平成28年２月に

策定した八千代市財政運営の基本的計画を３

年３月に改訂しました。10年度までの中長期

財政収支見通しを基に、健全な財政運営の推

進に向けた財政目標値を設定しています。

　３年度決算を終えての現状と、６年度の中

間目標値及び10年度の最終目標値は下の表の

とおりです。中長期財政収支見通しは、年２

回見直しと、市民への公表を行うほか、予算

編成の基礎資料などに活用しています。

特別会計

　市には、４つの特別会計があり、保険料や

使用料などの特定の収入がある事業ごとに会

計を設け、一般会計と分けて経理することで、

収支をはっきりさせているものです。

区　分
歳入

（対前年度比）
歳出

（対前年度比）

⑴国民健康

　保険事業

160億3,059万円

（2.5％増）

156億1,607万円

（1.5％増）

⑵介護保険

　事業

136億634万円

（4.5％増）

133億1,992万円

（4.9％増）

⑶墓地事業
4,216万円

（12.7％増）

4,206万円

（12.6％増）

⑷後期高齢者

　医療

26億7,832万円

（1.4％減）

26億6,434万円

（1.5％減）

合　計
323億5,741万円

（3.0％増）

316億4,239万円

（2.7％増）

〔財政運営の基本的計画における取組状況〕

財政指標
令和10年度末
最終目標値

令和６年度
中間目標値

令和３年度
決算値

経常

収支比率
93.0%以下 94.9%以下 92.2%

公債費

負担比率
13.0%以下 14.0%以下 13.0%

財政調整

基金残高

標準財政規模の
10.0%以上
（約33.6億円）

11.1%
（約40.9億円）

市債残高 400億円以下 450億円以下 約450億円

〔損益計算書〕

【収益の部】42億3,558万円

※税抜額

【費用の部】35億5,323万円

営業外収益（納付金など）7億5,955万円

〔損益計算書〕

【収益の部】34億7,660万円

※税抜額

営業収益（水道料金など）

34億7,603万円

営業収益（下水道使用料など）

26億2,791万円

【費用の部】33億2,017万円

営業費用（減価償却費、

受水費、委託料、動力費、

人件費など）33億6,974万円

営業費用（減価償却費、

流域下水道維持管理費負担金、

委託料、人件費など）31億8,426万円

営業外収益（長期前受金戻入など）7億6,546万円

特別利益（過年度損益修正益）8,323万円

営業外費用（支払利息など）1億8,349万円 営業外費用（支払利息など）1億3,591万円

純利益　6億8,235万円 純利益　1億5,643万円


